
災害時に自力で避難できるか
不安に感じている方いませんか？

東日本大震災では、多数の障がい者や高齢者が犠牲になり、その教訓を踏まえてできた制度です。
災害発生に備えて「災害時避難行動要支援者名簿」を作成し、本人の同意に基づき、自治会（自主
防災組織）、民生委員・児童委員、警察、消防機関、その他避難支援関係者へ事前に情報提供し、防
災対策や災害時における避難支援に活用するものです。

避難行動要支援者制度って？

※支援は避難支援者による任意の協力であり、災害時の避難支援が保証されるものではありません。

－ 災害時避難行動要支援者制度 －

だれが対象になるの？

「避難行動要支援者」は、次のA～Fに該当し、自身の情報を避難支援者に提供することについて
同意し、避難支援を希望される方です。

A 高齢者等

（75歳以上のひとり暮らし及び
75歳以上で構成された世帯の人）

C 身体障がい者B 要介護認定者

D 知的障がい者 E 精神障がい者 F その他避難支援を必要とする人

（介護保険認定において
要介護3以上の人）

（身体障害者手帳1級または2級の人）

（難病・小児慢性特定疾病患者、乳幼児、妊産婦、外国人など）（精神障害者保健福祉手帳1級の人）（療育手帳Aの人）



2今後、より実効性の高い個別避難計画作成のため、ケアマネジャーなど福祉専門職の皆様に
ご協力いただくことが想定されます。その際は、ご協力をお願いします。

担当課（問い合わせ先）

●障がい者関係
… 障害保健福祉課

457-2034
●高齢者関係

… 高齢者福祉課
457-2789

●要介護認定者など
… 介護保険課

457-2861
●難病・小児慢性・

妊産婦など
… 健康増進課

453-6117
●乳幼児など

… 子育て支援課
457-2792

●支援対策の全般
… 危機管理課

457-2537
… 福祉総務課

457-2326


